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大田市ふるさと納税特産品提供事業者募集要項（令和 6年 3月改正） 

 

１ 目的 

 ふるさと納税制度による本市へのふるさと納税促進と「大田市」の魅力や地元特産品の PR、販売促進

及び地元経済の活性化等の相乗効果を図るため、本市にふるさと納税をされた方へ進呈する返礼品に

協力していただける事業者を募集します。 

 

２ 募集対象事業者 

  下記の要件に全て適合する事業者を対象とする。 

  ※ただし、全ての要件に適合する事業者であっても、市が適当でないと認めた場合は対象となりませ

ん。 

（１） 本社（本店）、支社（支店）、事業所、工場、田畑等の生産拠点のいずれかを市内に有する法人・団

体又は、個人事業者等であること。ただし、本市のＰＲや地域ブランドの向上、産業振興、観光振興

に寄与すると市が判断する場合はこの限りではない。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、大田市の一般競争

入札に参加させないこととされた者でないこと。 

（３） 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。 

（４） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

（５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

（６） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定されている暴力

団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（７） 大田市税等の滞納がないこと 

※上記の要件を満たせば、複数の事業者の返礼品をセット化して応募することも可能です。 

 

３ 募集対象特産品 

下記の要件に全て適合する特産品を対象とする。 

※ただし、全ての要件に適合する特産品であっても、市が適当でないと認めた場合は対象となりませ

ん。 

（１） 大田市の魅力を発信する商品またはサービスであるもの。 

（２） 平成 31年総務省告示 179号第 5条に掲げる地場産品基準のいずれかに該当しているもの。 

（３） 著作権法、商標法または、その他関係法令・条例等に違反しないこと。 

（４） 市からの依頼後、速やかに特産品が発送できるもの。飲食物の場合は、原則、寄附者に到着後、5

日以上の賞味（消費）期限が保証される特産品であるもの。 

※季節商品などの期間限定商品や事前に市へ相談し認められた場合は除く。 
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※寄附者と発送日を調整し発送する場合は除く。 

 

４ 返礼品の発送について 

  下記のとおり発送方法を定める。 

（１） 発注は「出荷依頼管理システム レジホーム」または FAXにて行う。 

（２） 発注確認後、速やかに寄附者へ発送すること。 

（３） 日付指定や時間指定がある場合には、指定された日時に発送すること。 

 

５ 返礼品の価格及び発送料金について 

返礼品の価格は、商品代金・梱包代・人件費を含んだ価格とすること。送料は、実費分を市が負担す

るため、価格に含めないこと。 

寄附額は大田市が設定することとする。寄附額は千円単位とする。 

定期便等返礼品発送料金の大田市負担回数については、下表とする。 

 返礼品価格（税別） 返礼品発送料金の大田市負担回数 

A 2,500円以下 1回 

B 5,000円以下 2回まで 

C 12,500円以下 5回まで 

D 12,501円以上 協議の上決定する 

※返礼品の価格が 2,000円未満の場合は、別途協議を要する。 

 

６ 返礼品と発送料金の請求について 

下記のとおり請求方法を定める。 

（１） 「返礼品代」と「発送料金」は分けて請求すること。 

（２） 「発送料金」の請求書には発送伝票を添付すること。 

なお、運送事業者が発行する明細書、「出荷依頼管理システム レジホーム」より打ち出した出荷明

細書（出荷日・伝票番号記載済）、配送先氏名・発送日・伝票番号（お問合わせ番号・送り状番号等）

の記載のあるもののいずれかを発送伝票に代えることができる。 

（３） 分割して返礼品を発送した場合は、発送の都度、「返礼品代」及び「発送料金」を請求できる。 

（４） 大田市会計管理者より指定された口座へ請求金額を入金するので、債権者登録届出書を提出し、

口座登録を行うこと。 

 

７ 事業者応募期間 

随時 

 

８ 申込方法・提出書類 

事業への参加、返礼品の登録については、下記書類を提出すること。 

（１） 事業への参加 
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① 参加申込書 

② 誓約書 

（２） 返礼品の登録 

① どがなかな大田ふるさと寄附金返礼品等提案書または、どがなかな大田ふるさと寄附金返礼

品等提案書（サービス） 

② 返礼品の写真（商品、サービス提供内容が分かる画像など） 

参加申込書、誓約書については、大田市役所政策企画課へ提出してください。窓口持参、FAX、メ

ール等で受付します。 

どがなかな大田ふるさと寄附金返礼品等提案書、どがなかな大田ふるさと寄附金返礼品等提案書

（サービス）、返礼品の写真は、株式会社ワールドワン（大田市ふるさと納税業務委託業者）へ提出して

ください。返礼品の写真は電子データをメールで提出してください。 

 

９ 返礼品発送の流れ 

  大田市、寄附者、特産品事業者との関係は下図の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「寄附者」が寄附申出時に返礼品を選択する。 

② 「寄附者」から寄附金が納付される。 

③ 「大田市」が「特産品事業者A」へ返礼品を発注する。 

④ 「特産品事業者A」が「寄附者」へ返礼品を発送する。 

⑤ 「特産品事業者A」が「大田市」へ費用を請求する。 

⑥ 「大田市」が「特産品事業者A」へ支払う。 

 

※寄附者が特産品を選択してから寄附金納入後に発注するまでに日数がかかります。品切れ等が予想

される場合は、すみやかに連絡すること。 

※寄附者がクレジットカードなどで寄附をされた場合は、①と②が同日の場合があります。 

 

１０ 問い合わせ・クレーム対応について 

返礼品の発送から到着までの寄附者との調整、また返礼品及び発送についての問い合わせやクレー

ム対応については原則、事業者の責任で行うものとします。クレーム対応については、市へ状況や内容

などを報告してくだい。 
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※コラボ商品について 

複数の事業者の商品をセット化

する場合、市は取りまとめ事業

者（上図中の A）にのみ発注や支

払いを行います。 
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１１ 個人情報の保護 

 特産品事業者はこの事業による業務を遂行するにあたり、個人情報の取扱いについては、個人情報

の保護に関する法律及び関係法令を遵守してください。寄附者の個人情報は、返礼品の発送以外の目

的に使用することはできません。 

 

１２ その他留意事項 

（１） 積極的に大田市の PR等を行い、シティプロモーションに努めていただきます。 

（２） 返礼品の変更・中止をする場合や、返礼品に関して発送の遅延、品質及び発送過程等で事故等の

問題が発生した場合には速やかに市へ報告するものとします。 

（３） 返礼品の品質等に関して寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応して解決に努めるものと

し、苦情内容について市へ報告するものとします。 

（４） 市は、登録された特産品事業者が特産品事業者としての要件に適合しなくなったと認める場合、も

しくは総務省から疑義照会があった場合には、その登録を一時停止または取り消すことがあります。 

（５） 市は、申込内容に虚偽があった場合、若しくは市に損害を及ぼす行為があった場合は、登録を取り

消し、違約金及び損害賠償の対象となり得ることがあります。 

（６） 返礼品について、どがなかな大田ふるさと寄附金返礼品等提案書または、どがなかな大田ふるさと

寄附金返礼品等提案書（サービス）のとおりとなっているか、予告なく調査・確認を行うことがありま

す。その際は、ご協力ください。応じていただけない場合は、登録を取り消します。 

 

 

≪お問い合わせ・お申し込み≫ 

大田市役所政策企画部政策企画課 

〒694-0064 大田市大田町大田ロ 1111 

TEL：0854－83－8029  

FAX：0854－82－6667 


